
 

令和８年度 標茶町立虹別小学校 ｢学校いじめ防止基本方針｣ 

１ いじめの認知  

（１）いじめの定義（北海道いじめ防止基本方針） 

 
 
（２）いじめに対する基本的な考え方 
  ① 本校では全ての教職員が「いじめの芽はどの児童にも生じうる」という緊張感を持ち、学校

の内外を問わず、いじめが行われないようにする。 
・教職員だけでなく、全ての関係者が連携していじめを許さない、見過ごさない雰囲気作りや

温かな人間関係を築き、様々な手段を講じて未然防止と早期発見・早期解決に当たる。 
・全ての児童がいじめを行わないよう、いじめの問題に関する児童の理解を深める。 

  ② 児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育むことはもとより、けんかなど交友関係か

ら生じたトラブルやいじめの問題を解決し、人間関係を修復していく力を身につけさせる。 
  ③ いじめはすべての児童に関係する問題であることから、安心して学習等に取り組めるよう、

全ての教職員が日常的に児童に関する情報を共有し、組織的に対応する。 
・誰もがいじめの被害者にも加害者にもなり得ることや被害加害の関係が比較的短期間で入れ

替わることを踏まえて対応する。 
・事案に応じて「いじめ」という言葉を使わずに柔軟に対応する。 
・「けんか」や「ふざけ合い」であっても背景にある事情の調査を行い、いじめに該当するか否

かを判断する。 
・発達障害を含む生徒等、特に配慮が必要な生徒に対して適切な支援を行う。 
・いじめを受けた児童にも、何らかの原因がある、責任があるという考え方は決して認めない。 
 

（３）いじめの解消 
   いじめが解消している状態として次の２つの要件が満たされている必要がある。ただし、要件

が満たされている場合にあっても、必要に応じ、被害児童と加害児童の関係修復状況など他の事

情も勘案して判断する。また、解消の見極めに当たっては、学校や保護者のほか、学校いじめ対

策組織を活用し、必要に応じてスクールカウンセラーなどを含めた集団で判断する。 
  ① いじめに係る心理的または物理的な影響を与える行為が少なくとも３ヶ月を目安として相当

期間継続して止んでいること。 
  ② 被害児童本人及び保護者に対し確認した結果、被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。 
 
（４）学校評価 

   いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の２点を学校評価の項目に加

え、適正に自校の取組を評価する。 
① いじめの未然防止に関する取組について 
② いじめの早期発見、早期解決に関する取組について 

 

２ いじめの未然防止  

  児童一人ひとりが認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また、

教師一人ひとりが分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対す

る達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。 道徳の

「いじめ」とは、児童と一定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）で、その行為を受けた児童が心身

の苦痛を感じているものをいう。 

 



 

時間には命の大切さについての指導を行う。また、「いじめは絶対に許されないことである」という

認識を児童がもつように、教育活動全体を通して指導する。 
（１）いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりや温かな人間関係を築く取組  

① 児童会による｢いじめストップ行動宣言｣の取組～いじめ問題に関する児童の理解を深め、自

分たちにできることを考える。 
② 児童会による「いいことボックス」の取り組み～全校児童が、「いいことボックス」を通して、

友達のよいところや感謝の気持ちを伝え合い、温かい心の交流を図る。 
③ 児童会による「あいさつ運動」の取組～児童同士のみならず、教職員や地域の方と心のこも

った明るいあいさつを実践し徹底する。 
  ④ 教育活動全体を通した児童との触れ合い～小規模校のよさを生かして、全教職員が全校児童

と触れ合う機会を大切にする。 
・児童と共に清掃活動 ・短学活指導や給食指導 ・休み時間の様子 
・児童と共に取り組む各種行事（運動会、学芸発表会、バス遠足…）など 

⑤ 道徳や体験活動を通した実践力の育成～規範意識や集団の在り方、いじめ防止について学習

を深め、学校生活における実践化を図る。 
⑥ 正しい言葉遣いの実践～相手の立場を考えた言葉遣いを実践させ、お互いを大切にする心を

育む。授業中の教師の言葉もいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払

う。 
 

（２）児童一人ひとりの自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。  
  ① 一人ひとりの個性や良さを認め合う授業～自分の想いや考えを表現し、伝えることの大切さ

とそれぞれの表現の違いを受け止め、その個性や良さを認め合う授業を展開する。また、自

分と他人の違いを理解し、尊重しようとする意識や感性を育成する。 
  ② わかる楽しさ、できる喜びを実感できる授業～小規模校だからこそできるきめ細かい指導を

行い、わかる授業づくり、すべての児童が参加・活躍できる授業を工夫する。 
  ③ 異学年児童と交流する「虹っ子班活動」～「餅つき」「交流給食」「読み聞かせ」などで異学

年交流を行い、人とふれあう喜びと自己有用感の高まりを感じ取らせる。 
 
※いじめ未然防止のための｢年間プログラム｣ 
期 月 町・道の取組 学校における取組 
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町いじめアンケート(第１回) 

 取組状況調査① 
 
 対応状況調査① 
いじめ調査リーフレット配付① 
町授業力向上研修会 

 
 ネットパトロール講習会実施 
 
 対応状況調査② 
ネットパトロール前期報告 

・いじめ防止基本方針の確認(教職員) 
・いじめ対策委員会（取り組み内容の検討、

年間計画の作成） 
・新年度学級学年児童の実態交流 
・いじめ防止基本方針の説明（保護者） 
・いじめ防止基本方針（概要）の説明（児童） 
・いじめアンケートの実施 
・個別の教育相談 
・いじめ対策委員会 
・いじめ撲滅宣言（児童会） 
・調査結果に基づく学級指導 
・防犯教室 
・I-Check の活用方法についての研修 
・長期休業後の児童の実態交流 
 
・情報モラル教室 
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10 月 

 

11 月 

 

 

 

12 月 

 

 

１月 

２月 

３月 

いじめ根絶一学校一運動リーフレット

発行 
どさんこ☆子ども地区サミット 
町いじめアンケート(第２回) 
取組状況調査② 
 
対応状況調査③ 

 町総合質問紙 I-Check 
 
いじめ調査リーフレット配付② 
町いじめ根絶子ども会議 
ネットパトロール後期報告 

 
 
 
・いじめアンケートの実施（第２回） 
・個別の教育相談 
・いじめ対策委員会 
 
・調査結果に基づく学級指導 
・いじめ根絶子ども会議への参加 
 
・長期休業後の児童の実態交流 
・年度反省と次年度の展望 

 

日

常

の

取

組 

・夕方の打ち合わせ、会議、研修における児童実態交流 
・教育活動全体を通した児童との触れ合い 
 （児童と共に清掃、短学活・給食指導、休み時間の様子、各種行事等） 
・挨拶運動の取り組み（児童会） 
・「いいこと BOX」の取り組み（児童会） 
・正しい言葉遣いの実践（キャリア教育） 
・ネットパトロールの実施（学期ごと） 

 

３ いじめの早期発見  

（１）いじめの早期発見のための教育活動の充実  
  ① 情報共有と即時対応～夕方の打合せや学年団、職員室で、気になる児童について教職員間で

情報交流し適切な対応に努める。 
② 児童の声に耳を傾けるアンケート等の実施～生徒の様々な悩みや困り事を把握するためにア

ンケート等を行い、適切な対応に備える。 
③ 教育相談、生徒指導交流の充実～多様な教育相談の方法を工夫する。また、教師の児童を見

る目を磨き、情報の共有化を図る生徒指導交流の充実を図る。 
④ 児童との積極的な交流の機会の充実～登校時や休み時間、清掃活動時などに児童と積極的に

関わり、児童の些細な変化に気付くことができるようにする。 
  ⑤ 児童による自主的な活動の推進 
    児童同士がいじめ問題を自分のこととして捉え、考え、議論する自主的な活動を推進する。 
  ⑥ インターネット上のいじめに対する指導や情報モラル教育の充実 
    インターネット上のいじめや不適切な行為が被害者にとどまらず学校、家庭及び地域社会に

大きな被害を与える危険性について、外部講師を積極的に活用するなどして啓発する。 
⑦ いじめ問題発生時の危機管理マニュアルの共通理解と徹底、組織として解決に向かう手立て

を確立する。 
 

（２）家庭や地域、関係機関との連携 
① 気になる事案が発生した場合には、家庭への連絡を密にしていく。家庭からの情 報も得る

など、学校と家庭間での双方向の情報交流を図る。 
② 日頃から保護者との会話や挨拶を交わしたり、地域行事に参加したりすることで保護者や地

域との信頼関係を高める。また、積極的に地域行事に参加し、地域での児童の様子の把握に努

める。 
③ 人権教室、防犯、情報モラル教室の実施など、外部人材や専門機関を積極的に活用する。 
④ 標茶町で行ういじめアンケートや児童生徒質問紙、地域に向けたいじめ防止標語の取組、ネ

ットパトロール、健全育成会など、様々な関係機関との連携を図り情報共有に努める。 

 



 

４ いじめの対応  

（１）「いじめ対策委員会」      ※必要に応じて職員会議の議題に位置付ける 
  ① 本校のいじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止に関わる取り組みの推進を行う。 

・ 未然防止に向けて、児童の現状や指導についての情報交換、共通行動について話し合う。 
・ いじめを認知した場合、速やかに｢いじめ対策委員会｣を設置する。 

   〈構成員〉・校長・教頭・教務主任・指導部長・（該当）学級担任・養護教諭・ＳＣ等 
      〈取組内容〉 
    ・事実関係の精確な調査、把握と町教委への報告 
    ・被害者、加害者または全体に対して、具体的な指導方針を決定 
    ・保護者や関係機関と連携をとりながら、いじめの解決指導 

・事態収束まで継続指導、経過観察等とする。 
 

５ 重大事態への対応  

（１）重大事態とは、次に掲げる①②の場合をいう。 
  ① いじめにより本校の児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたとき。 
  ② いじめにより本校の児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされているとき。 

※いじめられて重大事態に至ったという児童や保護者からの申し立てがあったときは、重大事態

が発生したものとして報告、調査等に当たることとする。 
 

（２）重大事態が発生した場合、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行う。そして、

いじめを受けた児童及びその保護者に対し、必要な情報を提供するとともに、町教委に報告し協

議の上、当該事案に対処する組織を設置する。 
              （標茶町子供いじめ防止条例：｢いじめ問題対策協議会｣） 

 
（３）犯罪行為として取り扱われるべきいじめ（添付資料参照）などは、直ちに警察に相談・通報を

行い、適切な援助を求める。 
 
（４）重大事態を認知した際には、何よりも被害児童を徹底して守り抜くとの意識の下、医療機関等

とも協力しつつ、ケース会議を速やかに開催し、適切なアセスメントを行い、二次的な問題の発

生（被害の拡大等いじめの再発、不登校、自殺等）を防ぎ、傷ついた心のケアを行う。 
 
（５）加害児童に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導・対応を行い、自らの行為を反

省させる。加害児童が様々な背景を有している場合もあり、特別な配慮を必要とする場合には、

加害児童や保護者に対し、ＳＣ・ＳＳＷを活用して指導だけでなく適切な支援を行う。 
 
（６）いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校としても、警察への相談・通報を

行うことについて、あらかじめ保護者等に対して周知を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


